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令和４年２月及び３月の例月財務監査の結果に基づく措置について、五島市教育長から

別紙のとおり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

４項の規定により公表する。 
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五島市監査委員 橋 本 平 馬  様    

五島市監査委員 荒 尾 正 登  様    

 

                五島市教育委員会 

教育長 村 上 富 憲 

 

令和４年度例月財務監査結果報告に基づく措置状況について 

 

令和４年６月２９日付け４五監第２４７号による令和４年度例月財務監査の結果に基

づく指導事項について、次のとおり措置を講じましたので報告いたします。 

 

記 

 １ 指導事項 

（1）市立小中学校の支出事務について 

市立小中学校の支出事務について、令和４年２月及び３月分の会計伝票を精査し

たところ、次のような事案がある。 

事案１ 

  市立Ａ小学校の感染症対策支援事業費消耗品代 109,434円については、同校

が、当該消耗品代の請求書に令和４年１月１４日の受付印を押捺して履行確認

を行い、支出負担行為決議書とともに教育委員会事務局総務課（同課は同年４

月１日の機構改革により同事務局教育総務課となった。以下「総務課」という。）

に提出した。なお、当該請求書の収受日及び総務課への提出日は不明である。 

  総務課は、令和４年２月２日に当該消耗品代の請求に係る支出命令を行い、

同月１５日に支払っており、市立Ａ小学校（法人たる五島市）が当該請求書を

受け付けてから消耗品代を支払うまでに３３日を要している。 

事案２ 

  市立Ｂ小学校の感染症対策支援事業費消耗品代 162,250円については、同校

が、当該消耗品代の請求書に令和４年１月２５日の受付印を押捺して履行確認

を行い、支出負担行為決議書とともに総務課に提出した。なお、市立Ｂ小学校

においても、当該請求書の収受日及び総務課への提出日は不明である。 

  総務課は、令和４年２月７日に当該消耗品代の請求に係る支出命令を行い、

同月１８日に支払っており、市立Ｂ小学校（法人たる五島市）が当該請求書を

受け付けてから消耗品代を支払うまでに２５日を要している。 



 

 

 

これらの事案について、関係する学校及び総務課並びに消耗品代の請求業者から

事情聴取をしたところを総合すると、これらの学校が総務課に提出した支出負担行

為決議書に会計上の不備があり、総務課はこれを当該学校に差し戻した。これを受

けたこれらの学校が、請求書の差替えを当該請求業者に依頼し、差し替え後の請求

書に、当初の請求書を受け付けた日に遡って請求書の日付を手書きし、受付印を押

捺して履行確認を行ったことが、これらの消耗品代の支払が遅延した原因の一つで

あり、①請求書の差替えを行った場合、請求日を当初の請求書の受付日に遡って会

計処理することが慣行とされていることが判明した。 

また、②これらの学校に提出される請求書の請求日は空欄となっており、請求日

が印字されていないこと、③これらの学校は、支出負担行為決議書を起票する日に

合わせて、請求書の請求日欄に日付を手書きし、受付印を押捺して履行確認をする

慣行があることも判明した。 

さらに、市立小中学校の支出伝票を精査したところ、④支払期限を超える支払が

令和４年２月会計伝票において２１３件、同年３月会計伝票において２０４件、合

計４１７件あり、市立小中学校の支出伝票の多くが支払遅延となっていることが判

明した。 

①及び③については、物件の納入に対し地方公共団体が対価の支払をなすべき契

約における対価の支払時期については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第１４条において準用する同法第１０条が、当事者が支

払の時期について書面により明らかにしないときは、支払の時期を相手方が支払請

求をした日から１５日以内の日と定めたものとみなすと規定しており、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律の運用方針（昭和２５年４月７日付け理国第１４０号

各省（庁）官房会計課長宛て大蔵省理財局長名）によると、相手方が支払請求をし

た日は地方公共団体に請求書が到達した日となり、当該到達日は計算上１日に参入

されることとなる。 

したがって、市立小中学校は、適法な請求書を受理した日を受付日として受付印

を押捺し、当該適法な請求書を受けた日から１５日以内に対価を支払わなければな

らない。当該支払が遅延した場合、五島市は、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第１４条において準用する同法第８条の規定により、相手方に対し、支払遅延

利息を支払うことになる。支払の遅延は、相手方に経済的な負担を与えるばかりで

なく、市に対する信用を失墜させる行為であり、遅延利息については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の損害賠償の額の決定に関す

る議会の議決の問題を生じることにもなる。 

また、②の請求書の請求日が空欄となっていることについては、正当な請求日を

印字のうえ請求書を提出するよう契約の相手方を指導されたい。五島市が、請求書

の請求日欄に日付を記入することはできないから、請求日が空欄となっている請求



 

 

 

書は、適法な請求書として受理することができない。 

支払の遅延については、令和２年度例月財務監査結果報告（令和２年９月～１１

月監査分）並びに令和３年度例月財務監査結果報告の令和３年１月会計伝票監査分

及び同年９月会計伝票監査分において、市長の事務部局に対しそれぞれ指摘したと

ころであり、④の市立小中学校の支出伝票の多くが支払遅延となっていることにつ

いては、教育委員会においてこれらの指摘事項が他山の石とされていないことが残

念である。 

市立小中学校は、五島市という法人の一部であるから、教育委員会は、その会計

事務について法令を遵守するよう内部統制を強化されたい。 

 

   

【講じた措置】 

[教育委員会事務局教育総務課 市立小中学校] 

今回指導の事案について市立小中学校への内部統制といたしまして、下記の取り

組みを行いました。 

①全小中学校の校長をはじめとする管理職及び事務職員に対し、学校から教育委員

会への支出関連書類の送達回数を増やすことを依頼。 

②学校（管理職を含む）と教育委員会が支払期限及び教育委員会への支出関連書類

の提出期限を確認できるカレンダーを定期的に作成し、共有。 

③適法な請求書の取り扱いについて、請求日、履行確認日、受付日等について学校

（管理職を含む）と認識を共有。 

今後は、学校事務職員に対しての研修会を実施し、さらなる認識の平準化に努め

ていきます。 


